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20
23
年
6月

版
戸
建・
共
同
住
宅
の
供
給
に
携
わ
る
事
業
者
の
皆
様
へ

詳
細
は
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い

省
エ
ネ
基
準・
誘
導
基
準
※
へ
の
適
合
を
簡
単
に
確
認
で
き
ま
す！

2
0
2
2
年
1
1
月
に
基
準
を
見
直
し
、使
い
勝
手
が
向
上
し
て
い
ま
す！

建
築
確
認
手
続
き
に
お
い
て「
省
エ
ネ
適
合
性
判
定
」が
不
要
で
す！

省
エ
ネ
基
準
や
Z
E
H
水
準
の
省
エ
ネ
性
能
を
評
価
す
る
各
種
制
度
に
も

活
用
で
き
ま
す！

外
皮
性
能
を「
仕
様
基
準
」で
確
認
し
、一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を

計
算
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す！

省
エ
ネ
基
準
の
適
合
義
務
化
に
つ
い
て

2
0
2
2（
令
和
４
）年
に
公
布
さ
れ
た『
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
』（
令
和
４
年
法
律
第
6
9
号
）に
よ
り
、建
築
物
省
エ
ネ
法
が
改
正
さ
れ
、2
0
2
5（
令
和
７
）年
4
月（
予
定
）か
ら
原
則
全
て

の
住
宅
の
新
築・
増
改
築
時
の
省
エ
ネ
基
準
へ
の
適
合
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

※
長
期
優
良
住
宅
、Z
E
H
水
準
等
に
対
応

（
2
0
2
3
年
秋
頃
に
実
運
用
開
始
予
定
）

発
行
：
国
土
交
通
省
 住
宅
局
 参
事
官（
建
築
企
画
担
当
）付
<
省
エ
ネ
班
>
 T
el
:0
3
-5
2
5
3
-8
1
1
1

●
外
皮
面
積
を
図
面
か
ら
計
算
す
る
必
要
が
な
く
、設
備
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
計
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
う
こ
と
で
、

　
よ
り
多
く
の
省
エ
ネ
設
備
の
評
価
が
可
能
に
な
り
ま
す
。（
省
エ
ネ
適
合
性
判
定
は
必
要
と
な
り
ま
す
。）

●
住
宅
性
能
評
価
※
1
、B
E
LS
の
評
価
、長
期
優
良
住
宅
※
1
や
低
炭
素
住
宅
※
２ 等
の
認
定
の
申
請
に
も
活
用
で
き
ま
す
。

●
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
申
請
時
に
使
用
可
能
な
住
宅
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
証
明
書
に
も
活
用
で
き
ま
す
。（
な
お
、 
20
24
年
1
月

　
以
降
に
建
築
確
認
を
受
け
た
新
築
住
宅
で
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
を
受
け
る
に
は
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。）

●
省
エ
ネ
適
合
性
判
定
が
不
要
と
な
る
た
め
、申
請
費
用
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

●
着
工
後
に
床
面
積
や
開
口
部
面
積
の
変
更
が
生
じ
た
場
合
で
も
、断
熱
性
能
等
が
基
準
値
を
満
た
す
範
囲
で
あ
れ
ば
、「
軽
微
な
変
更
」と

し
て
扱
わ
れ
、完
了
検
査
が
容
易
に
な
り
ま
す
。同
様
に
、設
備
の
省
エ
ネ
性
に
係
る
変
更
が
生
じ
た
場
合
で
も
、同
じ
扱
い
と
な
り
ま
す
。

●【
フ
ラ
ッ
ト
35
】（
一
部
の
金
利
引
下
げ
メ
ニ
ュ
ー
を
含
む
）※
1
の
設
計
検
査
の
申
請
に
も
活
用
で
き
ま
す
。

　
 ※
１
 別
途
、結
露
防
止
対
策
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。　
※
２ 
戸
建
住
宅
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
評
価
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

仕
様
基
準
の
特
徴

●
外
皮
基
準
に
つ
い
て
、外
皮
面
積
の
計
算
は
不
要
で
、断
熱
材・
開
口
部
の
性
能
値
の
み
で
判
断
可
能
で
す
。

●
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
に
つ
い
て
、設
備
ご
と
に
効
率
値
等
の
基
準
を
満
た
す
も
の
を
選
択
す
れ
ば
よ
く
、計
算
は
不
要
で
す
。

●
木
造
※
戸
建
住
宅
で
は
、以
下
の
仕
様
基
準
ガ
イド
ブ
ッ
ク
を
用
い
る
こ
と
で
、省
エ
ネ
性
能
へ
の
適
合
を
簡
単
に
確
認
で
き
ま
す
。

仕
様
基
準
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
こ
ち
ら

使
い
方
の
解
説
動
画
は
こ
ち
ら

仕
様
基
準
の
見
直
し
ポ
イ
ン
ト

●
外
皮
面
積
の
計
算
を
不
要
と
し
ま
し
た（
外
皮
面
積
に
占
め
る
開
口
部（
窓・
ド
ア
）面
積
の
割
合
の
区
分
を
廃
止
）。

●
R
C
造
の
戸
建
住
宅
、木
造
の
共
同
住
宅
に
も
対
応
し
た
外
皮
の
仕
様
基
準
を
新
た
に
設
定
し
ま
し
た
。

●
給
湯
設
備
に
エ
コ
キ
ュ
ー
ト
を
追
加
す
る
な
ど
、対
象
設
備
の
種
類
を
拡
大
し
ま
し
た
。

※
長
期
優
良
住
宅
、Z
EH
水
準
等
に
対
応

※
8地
域
に
つ
い
て
は
RC
造
に
も
対
応

断
熱
材
の
製
品
名・
厚
さ・
熱
抵
抗
を
記
入

窓
、ド
ア
の
製
品
名・
熱
貫
流
率・
日
射
熱
取
得
率
を
記
入

導
入
し
た
設
備
を
チ
ェ
ッ
ク
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省
エ
ネ
基
準
編

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
使
い
方
 ・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

省
エ
ネ
住
宅
の
メ
リ
ッ
ト
と
必
要
性
 ・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

省
エ
ネ
基
準
へ
の
適
否
の
確
認
方
法
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

【
省
エ
ネ
基
準
適
否
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
】・ ・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

 
断
熱
材
の
熱
抵
抗
R
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・

開
口
部（
窓
、ド
ア
）の
熱
貫
流
率
U
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・

 
設
備
機
器
の
仕
様
 ・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・

2 3 4 6 10 22 24

1 2 3

・・
・

・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・

・・
・

・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・

要
性
 

・・
・

・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・・

・・
・

・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・

方
法

・・
・・
・・
・・
・・

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・

ッ
ク
リ
ス
ト
】

・・
・・
・・
・・
・・
・

・・
・・
・・ ・・
・・
・・
・・
・

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・

流
率
UU

・・
・

・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・・

・・
・

・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・

・・
・

・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・

・・
・

・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・・
・・・・
・

22 33 44 66 1010 22 24建
築
物
省
エ
ネ
法

1 2 3 4 5 6 7 8
九
州
南
部

沖
　
　
縄

北
  海
  道

東
  日
  本

中
部
日
本

関
東
～
　

九
州
北
部

地
域
版

1～
3

木
造
戸
建
住
宅
の

仕
様
基
準
ガ
イド
ブ
ッ
ク

詳
し
い
情
報
は
裏
面
の

二
次
元
コ
ー
ド
で
！

20
25
年

省
エ
ネ
基
準

適
合
義
務
化

対
応
版

本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
、

無
断
で
転
載
す
る
こ
と
を
禁
じ
ま
す
。

本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
ほ
か
、手
続
き
に
係

る
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
関
す
る
デ
ー
タ
は

こ
ち
ら
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

国
土
交
通
省

改
正
建
築
物
省
エ
ネ
法
 オ
ン
ラ
イ
ン
講
座

h
tt
p
s:
//
sh

o
en

eh
o
u
-o
n
lin

e.
jp
/

d
o
w
n
lo
ad

/

令
和
5
年
度
　
国
土
交
通
省
補
助
事
業

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け
た
住
宅・
建
築
物
の
体
制
整
備
事
業

住
宅
省
エ
ネ
技
術
講
習
会
資
料
作
成
委
員
会

■
 委
員
長

鈴
木
 大
隆

地
方
独
立
行
政
法
人
 北
海
道
立
総
合
研
究
機
構

■
 委
員

新
井
 政
広

株
式
会
社
 ア
ラ
イ

池
田
 浩
和

岡
庭
建
設
 株
式
会
社

井
上
 理
一
郎

独
立
行
政
法
人
 住
宅
金
融
支
援
機
構

小
山
　
 剛

一
般
社
団
法
人
 住
宅
性
能
評
価
・
表
示
協
会

坂
口
 晴
一

一
般
社
団
法
人
 日
本
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
建
築
協
会

多
田
 季
也

断
熱
建
材
協
議
会

谷
原
 敏
博

断
熱
建
材
協
議
会

布
井
 洋
二

断
熱
建
材
協
議
会

三
原
 典
正

断
熱
建
材
協
議
会

■
 協
力
委
員

久
保
田
 博
之

株
式
会
社
 プ
レ
ス
ト
建
築
研
究
所

砂
川
 雅
彦

住
宅
環
境
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

村
田
 直
子

Ｍ
Ｏ
Ｏ
Ｎ
設
計
 合
同
会
社

■
 コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

加
来
 照
彦

株
式
会
社
 現
代
計
画
研
究
所

須
藤
 育
代

株
式
会
社
 現
代
計
画
研
究
所

■
 事
務
局

沼
田
 良
平

一
般
社
団
法
人
 木
を
活
か
す
建
築
推
進
協
議
会

髙
田
 峰
幸

一
般
社
団
法
人
 木
を
活
か
す
建
築
推
進
協
議
会

谷
合
 亜
男

一
般
社
団
法
人
 木
を
活
か
す
建
築
推
進
協
議
会

監
　
　
修
： 
令
和
5
年
度
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け
た
住
宅・
建
築
物

の
体
制
整
備
事
業
　
住
宅
省
エ
ネ
技
術
講
習
会
資
料
作
成
委
員
会

編
集
協
力
： 
国
土
交
通
省
住
宅
局
参
事
官
（
建
築
企
画
担
当
）
付

制
作
協
力
： 
株
式
会
社
橋
本
確
文
堂

発
　
　
行
： 
一
般
社
団
法
人
木
を
活
か
す
建
築
推
進
協
議
会

省
エ
ネ
基
準
編

建
築
物
省
エ
ネ
法

木
造
戸
建
住
宅
の
仕
様
基
準
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

1～
3
地
域
版

令
和
4（
20
22
）年
 1
0
月
 初
版
発
行

令
和
5（
20
23
）年
 
1
月
 第
2
版
発
行

令
和
5（
20
23
）年
 1
0
月
 第
3版
発
行
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9
8

建
築

物
省

エ
ネ

法
  木

造
戸

建
住

宅
の

仕
様

基
準

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

　
省

エ
ネ

基
準

編
　

1～
3地

域
版

建
築

物
省

エ
ネ

法
  木

造
戸

建
住

宅
の

仕
様

基
準

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

　
省

エ
ネ

基
準

編
　

1～
3地

域
版

◎
 「
製
品
名
」
及
び
「
熱
貫
流
率
U」
を
記
入
の
う
え
、
基
準
適
否
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
 複
数
の
仕
様
が
あ
る
場
合
は
、
性
能
が
低
い
仕
様
（
熱
貫
流
率
U
 が
大
き
い
方
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

開
口
部（
窓
、ド
ア
）の

熱
貫
流
率
U
 ➡P

.2
2～
23

2

断
熱
材
の
熱
抵
抗
R

➡
P.
16
～
21

1

都
道

府
県

市 町
村

製
品
名
（
又
は
建
具
と
ガ
ラ
ス
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
枠
と
戸
の
種
類
）

U U

不
適

適
合

熱
貫
流
率

U［
W
/（
㎡・
K）
］

適
否
確
認

製
品
名

部
位

基
準
値

■ ■

■ ■

窓 ド
ア

■
適
合
   
 ■
不
適

断
熱
材
の
熱
抵
抗
R

開
口
部（
窓
、ド
ア
）の
熱
貫
流
率
U

設
備
機
器
の
仕
様

す
べ
て
の
設
備
で
い
ず
れ
か
の
仕
様
を
選
択

す
べ
て
「
適
合
」
又
は
「
該
当
部
位
な
し
」

を
選
択

1 2 3

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

厚
さ

厚
さ

厚
さ

厚
さ

厚
さ

厚
さ

厚
さ

R R R R R R R

不
適

該
当
部
位
な
し
適
合

断
熱
材
の
製
品
名
と
厚
さ

熱
抵
抗

R［
㎡・
K
/W
］

適
否
確
認

部
位

断
熱
工
法
の
基
準
値

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

◎
本
ペ
ー
ジ
を
コ
ピ
ー
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

建
設
地
：

物
件
名
：

■
   
3
地
域

地
域
の
区
分

➡
P
.3
4～
35

◎
 建
設
地
の
地
域
の
区
分
を

 
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
建
設
地
は
、都
道
府
県
名
 及
び

 
市
町
村
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
 断
熱
す
る
部
位
と
採
用
す
る
断
熱
工
法
に
よ
っ
て
基
準
値
が
異
な
り
ま
す
。

◎
 断
熱
す
る
部
位
と
そ
の
部
位
の
断
熱
工
法
を
チ
ェッ
ク
し
、「
断
熱
材
の
製
品
名
と
厚
さ
」
及
び
「
熱
抵
抗
R」
を
記
入

 
の
う
え
、
基
準
適
否
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
 １
つ
の
部
位
で
複
数
の
断
熱
工
法
を
採
用
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
法
ご
と
に
基
準
値
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
 １
つ
の
部
位
に
複
数
の
仕
様
が
あ
る
場
合
は
、
性
能
が
低
い
仕
様
（
熱
抵
抗
R
が
小
さ
い
方
）

 
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
 該
当
す
る
部
位
が
な
い
場
合
は
、「
該
当
部
位
な
し
」
に
チ
ェッ
ク
を
し
て
く
だ
さ
い
。

屋
 根

天
 井 壁 床 床

土
間
床
等
の
外
周
部
分
の

基
礎
壁

（
外
気
に
接
す
る
部
分
）※

土
間
床
等
の
外
周
部
分
の

基
礎
壁

（
そ
の
他
の
部
分
）※

（
外
気
に
接
す
る
部
分
）

（
そ
の
他
の
部
分
）

※
玄
関
、
勝
手
口
等
の
土
間
床
部
分
の
断
熱
を
省
略
す
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
を
除
く
基
礎
壁
に
つ
い
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

設
備
機
器
の

仕
様
 ➡P

.2
4~
25

3

記
入
日
：

作
成
者
：

　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

記
入
日
：

作
成
者
：

　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

省
エ
ネ
基
準
適
否
 ■
 軸
組
充
填
：
R≧
4.
6

■
 枠
組
充
填
：
R≧
4.
6

■
 外
　
　
張
：
R≧
4.
0

■
 軸
組
充
填
：
R≧
1.
2

■
 枠
組
充
填
：
R≧
1.
2

■
 軸
組
充
填
：
R≧
3.
5

■
 枠
組
充
填
：
R≧
3.
5

■
 外
　
　
張
：
R≧
3.
5

■
 軸
組
充
填
：
R≧
3.
3

■
 枠
組
充
填
：
R≧
3.
1

■
 軸
組
充
填
：
R≧
5.
2

■
 枠
組
充
填
：
R≧
4.
2

■
 外
　
　
張
：
R≧
3.
8

■
 軸
組
充
填
：
R≧
2.
2

■
 枠
組
充
填
：
R≧
2.
3

■
 外
　
　
張
：
R≧
1.
7

■
 軸
組
充
填
：
R≧
4.
0

■
 枠
組
充
填
：
R≧
4.
0

■
 外
　
　
張
：
R≧
4.
0

U
≦
2.
3

U
≦
2.
3

暖
房
と
冷
房
の
両
方
に
つ
い
て

以
下
の
い
ず
れ
か
を
選
択

暖
房

■
 ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
で
、エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
区
分
が
 （
い
） 又
は
 （
ろ
） の
も
の

■
 F
F
暖
房
機
の
熱
効
率
86
.0
%
 以
上
の
も
の
 

■
 ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
で
、エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
区
分
が
 （
い
） 又
は
 （
ろ
） の
も
の

■
 ①
 石
油
潜
熱
回
収
型
温
水
暖
房
機
 【
エ
コ
フ
ィ
ー
ル
】 
の
熱
効
率
83
.0
%
 以
上
の
も
の

■
 ②
 ガ
ス
潜
熱
回
収
型
温
水
暖
房
機
 【
エ
コ
ジ
ョ
ー
ズ
】 
の
熱
効
率
78
.9
%
 以
上
の
も
の

■
 ③
 電
気
ヒ
ート
ポ
ン
プ
温
水
暖
房
機
 （
フ
ロ
ン
系
冷
媒
に
限
る
）

■
 パ
ネ
ル
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー
で
以
下
の
い
ず
れ
か
を
熱
源
と
し
、か
つ
配
管
に
断
熱
被
覆
が
あ
る
も
の

■
 ダ
ク
ト
式
セ
ン
ト
ラ
ル
空
調
機
で
、ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
を
熱
源
と
す
る
も
の

■
 非
居
室
の
全
て
の
照
明
に
、
LE
D
 又
は
 蛍
光
灯
 を
設
置
し
て
い
る

■
 ダ
クト
式
第
一
種
換
気
設
備（
熱
交
換
な
し
）で
、 ダ
ク
ト
内
径
が
75
ｍ
ｍ
以
上
で
、 か
つ
D
C
モ
ー
タ
ー（
直
流
）の
も
の

■
 ダ
クト
式
第
二
種
 又
は
 第
三
種
換
気
設
備
で
、 ダ
クト
内
径
が
75
ｍ
ｍ
以
上
の
も
の

■
 壁
付
け
式
第
二
種
 又
は
 第
三
種
換
気
設
備
の
も
の

■
 設
置
し
な
い

暖
冷
房
設
備

右
記
の
い
ず
れ
か
を
選
択

換
気
設
備

右
記
の
い
ず
れ
か
を
選
択

給
湯
設
備

右
記
の
い
ず
れ
か
を
選
択

照
明
設
備

■
 住
戸
全
体
を
暖
冷
房

◎
 暖
冷
房
設
備
は
、
暖
冷
房
す
る
範
囲
を
選
択
し
た
の
ち
、
各
々
に
つ
い
て
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
 暖
冷
房
設
備
を
設
置
し
な
い
場
合
は
、「
設
置
し
な
い
」
に
チ
ェッ
ク
を
し
て
く
だ
さ
い
。

下
記
に
記
載
の
な
い
設
備
機
器（
床
暖
房
な
ど
）を
設
置
す
る
場
合
、こ
の
チ
ェッ
ク
リ
ス
ト
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、省
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
計
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
設
置
の
適
否
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。（
省
エ
ネ
適
合
性
判
定
）

省
エ
ネ
基
準
へ
の
適
合
確
認
の
プ
ロ
セ
ス

省
エ
ネ
基
準
適
否

省
エ
ネ
基
準

「
適
合
」

と
な
り
ま
す
。

■
 居
室
の
み
を

 
暖
冷
房

①
～
③
の

い
ず
れ
か
を
選
択

冷
房

■
 石
油
潜
熱
回
収
型
給
湯
機
【
エ
コ
フ
ィ
ー
ル
】
の
モ
ー
ド
熱
効
率
 8
1.
3%
 以
上
の
も
の

■
 ガ
ス
潜
熱
回
収
型
給
湯
機
【
エ
コ
ジ
ョ
ー
ズ
】
の
モ
ー
ド
熱
効
率
 8
3.
7%
 以
上
の
も
の

■
 電
気
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
給
湯
機
【
エ
コ
キ
ュ
ー
ト
】
の
JIS
効
率
 3
.0
 以
上
の
も
の

7



7
6

建
築

物
省

エ
ネ

法
  木

造
戸

建
住

宅
の

仕
様

基
準

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

　
省

エ
ネ

基
準

編
　

４
～

７
地

域
版

建
築

物
省

エ
ネ

法
  木

造
戸

建
住

宅
の

仕
様

基
準

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

　
省

エ
ネ

基
準

編
　

４
～

７
地

域
版

◎
本
ペ
ー
ジ
を
コ
ピ
ー
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

建
設
地
：

製
品
名
（
又
は
建
具
と
ガ
ラ
ス
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
建
具
と
ガ
ラ
ス
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
建
具
と
ガ
ラ
ス
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
枠
と
戸
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

製
品
名
（
又
は
断
熱
材
の
種
類
）

物
件
名
：

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

厚
さ

厚
さ

厚
さ

厚
さ

厚
さ

厚
さ

厚
さ

R R R R R R R

■
４
地
域

■
５
～７

地
域

地
域
の
区
分

➡
P
.2
6～
27

◎
 建
設
地
の
地
域
の
区
分
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
建
設
地
は
、都
道
府
県
名
 及
び

市
区
町
村
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
 断
熱
す
る
部
位
と
採
用
す
る
断
熱
工
法
に
よ
っ
て
基
準
値
が
異
な
り
ま
す
。

◎
 断
熱
す
る
部
位
と
そ
の
部
位
の
断
熱
工
法
を
チ
ェッ
ク
し
、「
断
熱
材
の
製
品
名
と
厚
さ
」
及
び
「
熱
抵
抗
R」
を
記
入

の
う
え
、
基
準
適
否
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
 １
つ
の
部
位
で
複
数
の
断
熱
工
法
を
採
用
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
法
ご
と
に
基
準
値
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
 １
つ
の
部
位
に
複
数
の
仕
様
が
あ
る
場
合
は
、
性
能
が
低
い
仕
様
（
熱
抵
抗
R
が
小
さ
い
方
）

に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
 該
当
す
る
部
位
が
な
い
場
合
は
、「
該
当
部
位
な
し
」
に
チ
ェッ
ク
を
し
て
く
だ
さ
い
。

不
適

該
当
部
位
な
し
適
合

断
熱
材
の
製
品
名
と
厚
さ

熱
抵
抗

R［
㎡・
K
/W
］

適
否
確
認

部
位

断
熱
工
法
の
基
準
値

η

開
口
部（
窓
、ド
ア
）の

熱
貫
流
率
U

と
日
射
遮
蔽
対
策
  ➡
P.
14
～
15

◎
 地
域
の
区
分
に
よ
っ
て
基
準
値
が
異
な
り
ま
す
。

◎「
製
品
名
」及
び「
窓
又
はド
ア
の
熱
貫
流
率
U」
「
窓
の
日
射
熱
取
得
率
η
」を
記
入
の
う
え
、基
準
適
否
を
確
認
し
てく
だ
さ
い
。

◎
 複
数
の
仕
様
が
あ
る
場
合
は
、
熱
貫
流
率
U
に
つ
い
て
は
性
能
が
低
い
仕
様
（
熱
貫
流
率
U 
が
大
き
い
方
）、

日
射
遮
蔽
対
策
に
つ
い
て
は
、
窓
の
日
射
熱
取
得
率
η
が
大
き
い
仕
様
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
 ５
～
７
地
域
に
お
い
て
該
当
す
る
窓
が
な
い
場
合
は
、「
該
当
部
位
な
し
」
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
く
だ
さ
い
。

不
適

該
当
部

位
な
し
適
合

窓
の

日
射
熱
取
得
率

η 
 ［-

］

U U U U窓
又
は
ド
ア
の

熱
貫
流
率

熱
貫
流
率

日
射
遮
蔽
対
策

U［
W
/（
㎡・
K）
］

適
否
確
認

製
品
名

部
位

基
準
値

設
備
機
器
の

仕
様
 ➡P

.1
6～
17

■
適
合
   
 ■
不
適

■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

断
熱
材
の
熱
抵
抗
R

➡
P.
8～
13

1

2 3

■ ■ ■ ■

屋
 根

天
 井 壁 床 床

窓 ド ア

記
入
日
：

作
成
者
：

　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

都
道

府
県

市
区

町
村

土
間
床
等
の
外
周
部
分
の

基
礎
壁

（
外
気
に
接
す
る
部
分
）※

土
間
床
等
の
外
周
部
分
の

基
礎
壁

（
そ
の
他
の
部
分
）※

（
外
気
に
接
す
る
部
分
）

（
そ
の
他
の
部
分
）

イ
ー
タ

イー
タ

イ ー
タ

断
熱
材
の
熱
抵
抗
R

開
口
部（
窓
、ド
ア
）の
熱
貫
流
率
U

と
日
射
遮
蔽
対
策

設
備
機
器
の
仕
様

1 2 3

確
認
す
る
地
域
の
区
分
の
基
準
に

す
べ
て
「
適
合
」
又
は
「
該
当
部
位
な
し
」

を
選
択

す
べ
て
の
設
備
で
い
ず
れ
か
の
仕
様
を
選
択

※
玄
関
、
勝
手
口
等
の
土
間
床
部
分
の
断
熱
を
省
略
す
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
を
除
く
基
礎
壁
に
つ
い
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

省
エ
ネ
基
準
適
否
 ■
軸
組
充
填
：
R≧
4.
6

■
枠
組
充
填
：
R≧
4.
6

■
外
　
　
張
：
R≧
4.
0

■
軸
組
充
填
：
R≧
0.
5

■
枠
組
充
填
：
R≧
0.
5

■
軸
組
充
填
：
R≧
1.
7

■
枠
組
充
填
：
R≧
1.
7

■
外
　
　
張
：
R≧
1.
7

■
軸
組
充
填
：
R≧
2.
2

■
枠
組
充
填
：
R≧
2.
0

■
軸
組
充
填
：
R≧
3.
3

■
枠
組
充
填
：
R≧
3.
1

■
外
　
　
張
：
R≧
2.
5

■
軸
組
充
填
：
R≧
2.
2

■
枠
組
充
填
：
R≧
2.
3

■
外
　
　
張
：
R≧
1.
7

■
軸
組
充
填
：
R≧
4.
0

■
枠
組
充
填
：
R≧
4.
0

■
外
　
　
張
：
R≧
4.
0

有
効
な
ひ
さ
し
、

軒
等
が

あ
る
所
に

設
置
す
る
窓

有
効
な
ひ
さ
し
、

軒
等
が

な
い
所
に

設
置
す
る
窓

η
≦
0.
59

４
地
域

U
≦
3.
5

４
地
域

U
≦
3.
5

５～
７地

域
U
≦
4.
7

５～
７地

域
U
≦
4.
7

イー
タ ■
住
戸
全
体
を
暖
冷
房

■
居
室
の
み
を

暖
冷
房

■
設
置
し
な
い

■
ダ
ク
ト
式
セ
ン
ト
ラ
ル
空
調
機
で
、ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
を
熱
源
と
す
る
も
の

■
パ
ネ
ル
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー
で
以
下
の
い
ず
れ
か
を
熱
源
と
し
、か
つ
配
管
に
断
熱
被
覆
が
あ
る
も
の

■
 ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
で
、エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
区
分
が
 （
い
） 又
は
 （
ろ
） の
も
の

■
FF
暖
房
機
の
熱
効
率
86
.0
%
 以
上
の
も
の
 （
４
地
域
に
限
る
）

■
 ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
で
、エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
区
分
が
 （
い
） 又
は
 （
ろ
） の
も
の

①
～
③
の
い
ず
れ
か
を
選
択

暖
房
と
冷
房
の
両
方

に
つ
い
て
以
下
の

い
ず
れ
か
を
選
択

■
 ①
 石
油
潜
熱
回
収
型
温
水
暖
房
機
 【
エ
コ
フ
ィ
ー
ル
】の
熱
効
率
83
.0
%
以
上（
4地
域
）、
 8
7.
8%
以
上（
5～
7地
域
）の
も
の

■
 ②
 ガ
ス
潜
熱
回
収
型
温
水
暖
房
機
 【
エ
コ
ジ
ョ
ー
ズ
】の
熱
効
率
78
.9
%
以
上（
4地
域
）、
 8
2.
5%
以
上（
5～
7地
域
）の
も
の

■
 ③
 電
気
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
温
水
暖
房
機
 （
フ
ロ
ン
系
冷
媒
に
限
る
）

■
石
油
潜
熱
回
収
型
給
湯
機
 【
エ
コ
フ
ィ
ー
ル
】 の
 モ
ード
熱
効
率
 8
1.
3%
以
上（
4地
域
）、
77
.8
%
以
上（
5～
7地
域
）の
も
の

■
ガ
ス
潜
熱
回
収
型
給
湯
機
 【
エ
コ
ジ
ョ
ー
ズ
】 の
 モ
ード
熱
効
率
 8
3.
7%
以
上（
4地
域
）、
78
.2
%
以
上（
5～
7地
域
）の
も
の

■
電
気
ヒー
トポ
ン
プ
給
湯
機
 【
エ
コ
キ
ュ
ー
ト
】 の
 JI
S効
率
 2
.9
 以
上（
4地
域
の
み
、5
～
7地
域
は
問
わ
ず
）の
も
の

■
非
居
室
の
全
て
の
照
明
に
、
LE
D
 又
は
 蛍
光
灯
 を
設
置
し
て
い
る

■
ダ
クト
式
第
一
種
換
気
設
備（
熱
交
換
な
し
）で
、 ダ
ク
ト
内
径
が
75
ｍ
ｍ
以
上
で
、 か
つ
D
C
モ
ー
タ
ー（
直
流
）の
も
の

■
ダ
クト
式
第
二
種
 又
は
 第
三
種
換
気
設
備
で
、 ダ
クト
内
径
が
75
ｍ
ｍ
以
上
の
も
の

■
壁
付
け
式
第
二
種
 又
は
 第
三
種
換
気
設
備
の
も
の

暖
房

冷
房

暖
冷
房
設
備

換
気
設
備

給
湯
設
備

照
明
設
備

右
記
の
い
ず
れ
か
を
選
択

右
記
の
い
ず
れ
か
を
選
択

右
記
の
い
ず
れ
か
を
選
択

◎
 暖
冷
房
設
備
は
、
暖
冷
房
す
る
範
囲
を
選
択
し
た
の
ち
、
各
々
に
つ
い
て
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
 暖
冷
房
設
備
を
設
置
し
な
い
場
合
は
、「
設
置
し
な
い
」
に
チ
ェッ
ク
を
し
て
く
だ
さ
い
。

下
記
に
記
載
の
な
い
設
備
機
器（
床
暖
房
な
ど
）を
設
置
す
る
場
合
、こ
の
チ
ェッ
ク
リ
ス
ト
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、省
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
計
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
設
置
の
適
否
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。（
省
エ
ネ
適
合
性
判
定
）

省
エ
ネ
基
準
適
否

省
エ
ネ
基
準
へ
の
適
合
確
認
の
プ
ロ
セ
ス

省
エ
ネ
基
準

「
適
合
」

と
な
り
ま
す
。
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33
32

3
告

示
記

載
の

仕
様

基
準

要
旨

壁天
井

開
口
部

開
口
部

壁
等
の
部
位

断
熱
構
造
と
す
る
部
位

屋
根

床
（
外
気
に
接
す
る
部
分
）

床
（
そ
の
他
の
部
分
）

土
間
床
等
の
外
周
部
分
の
基
礎
壁

（
外
気
に
接
す
る
部
分
）

土
間
床
等
の
外
周
部
分
の
基
礎
壁

（
そ
の
他
の
部
分
）

土
間
床

建
築

物
省

エ
ネ

法
  木

造
戸

建
住

宅
の

仕
様

基
準

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

　
省

エ
ネ

基
準

編
　

1～
3地

域
版

建
築

物
省

エ
ネ

法
  木

造
戸

建
住

宅
の

仕
様

基
準

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

　
省

エ
ネ

基
準

編
　

1～
3地

域
版

断
熱

材
の

熱
抵

抗
R［

㎡
・

K/
W

］ 
表

中
の

数
値

以
上

で
あ

る
こ

と

部
　

位

1・
2 

地
域

3 
地

域

充
填

断
熱

外
張

断
熱

充
填

断
熱

外
張

断
熱

軸
組

構
法

枠
組

壁
工

法
軸

組
構

法
枠

組
壁

工
法

屋
根

  又
は

  天
井

屋
根

6.
6

5.
7

4.
6

4.
0

天
井

5.
7

4.
0

壁
3.

3
3.

6
2.

9
2.

2
2.

3
1.

7

床
外

気
に

接
す

る
部

分
5.

2
4.

2
3.

8
5.

2
4.

2 
3.

8
そ

の
他

の
部

分
3.

3
3.

1
―

3.
3

3.
1

―

土
間

床
等

の
外

周
部

分
の

 基
礎

壁
外

気
に

接
す

る
部

分
3.

5
3.

5
そ

の
他

の
部

分
1.

2
1.

2

開
口

部
の

熱
貫

流
率

U
［

W
/（

㎡
・

K）
］と

日
射

遮
蔽

対
策

 
表

中
の

数
値

以
下

で
あ

る
こ

と

開
口

部
1

～
3 

地
域

熱
貫

流
率

2.
3

設
備

機
器

の
仕

様

設
　

備
1

～
3 

地
域

暖
房

設
備

住
戸

全
体

を
暖

房
す

る
方

式
ダ

ク
ト

式
セ

ン
ト

ラ
ル

空
調

機
で

あ
っ

て
、

ヒ
ー

ト
ポ

ン
プ

を
熱

源
と

す
る

も
の

居
室

の
み

暖
房

す
る

方
式

以
下

の
（

イ
）

か
ら

（
ハ

）
ま

で
の

い
ず

れ
か

（
イ

）
温

水
暖

房
用

パ
ネ

ル
ラ

ジ
エ

ー
タ

ー
で

あ
っ

て
、

以
下

の
い

ず
れ

か
の

熱
源

機
を

用
い

、
か

つ
配

管
に

断
熱

  
   

   
  被

覆
が

あ
る

も
の

⃝
石

油
熱

源
機

で
あ

っ
て

、
JI

S 
S3

03
1

に
規

定
す

る
熱

効
率

が
83

.0
%

以
上

で
あ

る
も

の
⃝

ガ
ス

熱
源

機
で

あ
っ

て
、

JI
S 

S2
11

2
に

規
定

す
る

熱
効

率
が

78
.9

%
以

上
で

あ
る

も
の

⃝
フ

ロ
ン

類
が

冷
媒

と
し

て
使

用
さ

れ
た

電
気

ヒ
ー

ト
ポ

ン
プ

熱
源

機
（

ロ
）

強
制

対
流

式
の

密
閉

式
石

油
ス

ト
ー

ブ
で

あ
っ

て
、

JI
S 

S3
03

1
に

規
定

す
る

熱
効

率
が

86
.0

%
以

上
で

   
   

  あ
る

も
の

（
ハ

）
ル

ー
ム

エ
ア

コ
ン

デ
ィ

シ
ョ

ナ
ー

で
あ

っ
て

、
JI

S 
B8

61
5-

1
に

規
定

す
る

暖
房

能
力

を
消

費
電

力
で

   
   

  除
し

た
数

値
が

、
以

下
の

算
出

式
に

よ
り

求
め

ら
れ

る
基

準
値

以
上

で
あ

る
も

の
   

   
  ー

0.
32

1 
×

 暖
房

能
力［

kW
］

＋
 6

.1
6

冷
房

設
備

住
戸

全
体

を
冷

房
す

る
方

式
ダ

ク
ト

式
セ

ン
ト

ラ
ル

空
調

機
で

あ
っ

て
、

ヒ
ー

ト
ポ

ン
プ

を
熱

源
と

す
る

も
の

居
室

の
み

冷
房

す
る

方
式

ル
ー

ム
エ

ア
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
で

あ
っ

て
、

JI
S 

B8
61

5-
1

に
規

定
す

る
冷

房
能

力
を

消
費

電
力

で
除

し
た

数
値

が
、

以
下

の
算

出
式

に
よ

り
求

め
ら

れ
る

基
準

値
以

上
で

あ
る

も
の

ー
0.

50
4 

×
 冷

房
能

力［
kW

］
＋

 5
.8

8

換
気

設
備

以
下

の
い

ず
れ

か
⃝

比
消

費
電

力
（

熱
交

換
換

気
設

備
を

採
用

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
比

消
費

費
電

力
を

有
効

換
気

量
率

で
除

し
た

　
値

）
が

0.
3［

W
/（

㎥
/h

）］
以

下
の

換
気

設
備

⃝
内

径
75

m
m

以
上

の
ダ

ク
ト

及
び

直
流

電
動

機
を

用
い

る
ダ

ク
ト

式
第

一
種

換
気

設
備

（
熱

交
換

換
気

設
備

　
を

採
用

し
な

い
場

合
に

限
る

）
⃝

内
径

75
m

m
以

上
の

ダ
ク

ト
を

用
い

る
ダ

ク
ト

式
第

二
種

換
気

設
備

 又
は

 ダ
ク

ト
式

第
三

種
換

気
設

備
⃝

壁
付

式
第

二
種

換
気

設
備

 又
は

 壁
付

式
第

三
種

換
気

設
備

給
湯

設
備

以
下

の
い

ず
れ

か
⃝

石
油

給
湯

機
で

あ
っ

て
JI

S 
S2

07
5

に
規

定
す

る
モ

ー
ド

熱
効

率
が

81
.3

%
以

上
で

あ
る

も
の

⃝
ガ

ス
給

湯
機

で
あ

っ
て

JI
S 

S2
07

5
に

規
定

す
る

モ
ー

ド
熱

効
率

が
83

.7
%

以
上

で
あ

る
も

の
⃝

二
酸

化
炭

素
（

CO
₂）

が
冷

媒
と

し
て

使
用

さ
れ

た
電

気
ヒ

ー
ト

ポ
ン

プ
給

湯
機

で
あ

っ
て

JI
S 

C9
22

0
に

　
　

規
定

す
る

ふ
ろ

熱
回

収
機

能
を

使
用

し
な

い
場

合
の

年
間

給
湯

保
温

効
率

又
は

年
間

給
湯

効
率

が
、

   
１

地
域

に
お

い
て

3.
5

以
上

、
２

地
域

に
お

い
て

3.
2

以
上

、
３

地
域

に
お

い
て

3.
0

以
上

の
も

の

照
明

設
備

非
居

室
に

白
熱

灯
 又

は
 こ

れ
と

同
等

以
下

の
性

能
の

照
明

設
備

を
採

用
し

な
い

こ
と

こ
こ

で
は

、
省

エ
ネ

基
準

に
適

合
す

る
木

造
戸

建
住

宅
に

関
す

る
仕

様
基

準
に

つ
い

て
そ

の
概

要
を

解
説

し
て

い
ま

す
。

❶
 断

熱
構

造
と

す
る

部
位

外
気

と
室

内
を

熱
的

に
区

分
し

、
断

熱
及

び
日

射
遮

蔽
の

措
置

を
講

じ
た

構
造

を
断

熱
構

造
と

い
い

、
屋

根
、

天
井

、
壁

、
床

、
開

口
部

な
ど

の
部

位
を

指
し

ま
す

。

❷
 部

位
の

断
熱

基
準

屋
根

、
天

井
、

壁
、

床
の

断
熱

基
準

に
は

、「
熱

貫
流

率
の

基
準

」
と

「
断

熱
材

の
熱

抵
抗

の
基

準
」

が
あ

り
、

ど
ち

ら
か

の
基

準
を

満
た

す
必

要
が

あ
り

ま
す

。
こ

こ
で

は
、

本
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
で

説
明

し
て

い
る

「
断

熱
材

の
熱

抵
抗

の
基

準
」

に
つ

い
て

記
載

し
ま

す
。

開
口

部
の

基
準

に
は

、「
熱

貫
流

率
の

基
準

」
が

あ
り

、
こ

れ
を

満
た

す
必

要
が

あ
り

ま
す

。

❸
 設

備
機

器
の

基
準

暖
房

、
冷

房
、

換
気

、
給

湯
、

照
明

の
設

備
機

器
に

関
す

る
基

準
が

あ
り

ま
す

。
設

備
機

器
の

種
類

と
そ

の
効

率
等

の
基

準
が

示
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

該
当

す
る

か
同

等
以

上
の

評
価

と
な

る
も

の
で

あ
れ

ば
基

準
を

満
た

し
て

い
る

と
判

断
で

き
ま

す
。
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27
26

都
道

府
県

名
地

域
の

区
分

市
町

村

北
海

道
1・

2・
3

道
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

青
森

県
2・

3
県

内
の

残
り

の
市

町
村

4
鰺

ヶ
沢

町
、

深
浦

町

岩
手

県

2・
3

県
内

の
残

り
の

市
町

村

4

宮
古

市
、

大
船

渡
市

、
北

上
市

、
一

関
市

（
旧

一
関

市
、

旧
花

泉
町

、
旧

川
崎

村
に

限
る

）、
陸

前
高

田
市

、
釜

石
市

、
奥

州
市

、
金

ケ
崎

町
、

平
泉

町
、

大
槌

町
、

山
田

町

宮
城

県

3
七

ヶ
宿

町

4
県

内
の

残
り

の
市

町
村

5
仙

台
市

、
多

賀
城

市
、

山
元

町

秋
田

県

2・
3

県
内

の
残

り
の

市
町

村

4
秋

田
市

、
能

代
市

（
旧

能
代

市
に

限
る

）、
男

鹿
市

、
由

利
本

荘
市

、
潟

上
市

、
三

種
町

、
八

峰
町

、
五

城
目

町
、

八
郎

潟
町

、
井

川
町

、
大

潟
村

5
に

か
ほ

市

山
形

県

3
県

内
の

残
り

の
市

町
村

4

山
形

市
、

米
沢

市
、

鶴
岡

市
、

酒
田

市
（

旧
八

幡
町

、
旧

松
山

町
、

旧
平

田
町

に
限

る
）、

寒
河

江
市

、
上

山
市

、
村

山
市

、
天

童
市

、
東

根
市

、
山

辺
町

、
中

山
町

、
河

北
町

、
大

蔵
村

、
白

鷹
町

、
三

川
町

、
庄

内
町

、
遊

佐
町

5
酒

田
市

（
旧

酒
田

市
に

限
る

）

福
島

県

2・
3

県
内

の
残

り
の

市
町

村

4

会
津

若
松

市
、

白
河

市
、

須
賀

川
市

、
喜

多
方

市
、

二
本

松
市

（
旧

二
本

松
市

、
旧

安
達

町
、

旧
岩

代
町

に
限

る
）、

田
村

市
、伊

達
市

、本
宮

市
、桑

折
町

、
国

見
町

、
川

俣
町

、
大

玉
村

、
鏡

石
町

、
天

栄
村

、
西

会
津

町
、

会
津

坂
下

町
、

湯
川

村
、

会
津

美
里

町
、

西
郷

村
、

泉
崎

村
、

中
島

村
、

矢
吹

町
、

棚
倉

町
、

矢
祭

町
、

塙
町

、
石

川
町

、
玉

川
村

、
浅

川
町

、
古

殿
町

、
三

春
町

5
福

島
市

、
郡

山
市

、
い

わ
き

市
、

相
馬

市
、

南
相

馬
市

、
広

野
町

、
楢

葉
町

、
富

岡
町

、
大

熊
町

、
双

葉
町

、
浪

江
町

、
新

地
町

茨
城

県
4

城
里

町
（

旧
七

会
村

に
限

る
）、

大
子

町

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

都
道

府
県

名
地

域
の

区
分

市
町

村

栃
木

県

2・
3

日
光

市
（

旧
栗

山
村

、
旧

足
尾

町
に

限
る

）

4
日

光
市

（
旧

日
光

市
、

旧
今

市
市

、
旧

藤
原

町
に

限
る

）、
那

須
塩

原
市

、
塩

谷
町

、
那

須
町

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

群
馬

県

2・
3

嬬
恋

村
、

草
津

町
、

片
品

村
、

上
野

村
、

長
野

原
町

、
高

山
村

、
川

場
村

4
高

崎
市

（
旧

倉
渕

村
に

限
る

）、
桐

生
市

（
旧

黒
保

根
村

に
限

る
）、

沼
田

市
、

神
流

町
、

南
牧

村
、

中
之

条
町

、
東

吾
妻

町
、

昭
和

村
、

み
な

か
み

町

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

埼
玉

県
4

秩
父

市
（

旧
大

滝
村

に
限

る
）

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

千
葉

県
5・

6・
7

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

東
京

都

4
檜

原
村

、
奥

多
摩

町

5・
6・

7
都

内
の

残
り

の
市

区
町

村

8
小

笠
原

村

神
奈

川
県

5・
6・

7
県

内
の

す
べ

て
の

市
町

村

新
潟

県
4

小
千

谷
市

、
十

日
町

市
、

村
上

市
、

魚
沼

市
、

南
魚

沼
市

、
阿

賀
町

、
湯

沢
町

、
津

南
町

、
関

川
村

5
県

内
の

残
り

の
市

町
村

富
山

県
5

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

石
川

県

3
白

山
市

（
旧

白
峰

村
に

限
る

）

4
白

山
市

（
旧

河
内

村
、

旧
吉

野
谷

村
、

旧
鳥

越
村

、
旧

尾
口

村
に

限
る

）

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

福
井

県
4

池
田

町

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

山
梨

県

3
北

杜
市

（
旧

小
淵

沢
町

に
限

る
）、

笛
吹

市
（

旧
芦

川
村

に
限

る
）、

忍
野

村
、

山
中

湖
村

、
鳴

沢
村

、
小

菅
村

、
丹

波
山

村

4

甲
府

市
（

旧
上

九
一

色
村

に
限

る
）、

富
士

吉
田

市
、

北
杜

市
（

旧
明

野
村

、
旧

須
玉

町
、

旧
高

根
町

、
旧

長
坂

町
、

旧
大

泉
村

、
旧

白
州

町
に

限
る

）、
甲

州
市

（
旧

大
和

村
に

限
る

）、
道

志
村

、
西

桂
町

、
富

士
河

口
湖

町

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

備
考

こ
の

表
に

掲
げ

る
区

域
は

、
令

和
元

年
5

月
1

日
に

お
け

る
行

政
区

画
に

よ
る

も
の

で
す

。
た

だ
し

、
括

弧
内

に
記

載
す

る
区

域
は

、
平

成
13

年
8

月
1

日
に

お
け

る
旧

行
政

区
画

に
よ

る
も

の
で

す
。

都
道

府
県

名
地

域
の

区
分

市
町

村

長
野

県

2・
3

県
内

の
残

り
の

市
町

村

4

長
野

市
、

松
本

市
、

上
田

市
（

旧
上

田
市

、
旧

丸
子

町
に

限
る

）、
諏

訪
市

、
須

坂
市

、
伊

那
市

、
駒

ヶ
根

市
、

中
野

市
、

飯
山

市
、

塩
尻

市
（

旧
塩

尻
市

に
限

る
）、

千
曲

市
、

東
御

市
、

安
曇

野
市

、
青

木
村

、
下

諏
訪

町
、

箕
輪

町
、

飯
島

町
、

南
箕

輪
村

、
中

川
村

、
宮

田
村

、
松

川
町

、
高

森
町

、
阿

南
町

、
阿

智
村

、
根

羽
村

、
下

條
村

、
天

龍
村

、
泰

阜
村

、
豊

丘
村

、
大

鹿
村

、
南

木
曽

町
、

大
桑

村
、

山
形

村
、

池
田

町
、

松
川

村
、

坂
城

町
、

小
布

施
町

、
木

島
平

村
、

栄
村

5
飯

田
市

、
喬

木
村

岐
阜

県

3
飛

騨
市

、
郡

上
市

（
旧

高
鷲

村
に

限
る

）、
下

呂
市

（
旧

小
坂

町
、

旧
馬

瀬
村

に
限

る
）、

白
川

村

4

高
山

市
、

中
津

川
市

（
旧

長
野

県
木

曽
郡

山
口

村
、

旧
坂

下
町

、
旧

川
上

村
、

旧
加

子
母

村
、

旧
付

知
町

、旧
福

岡
町

、旧
蛭

川
村

に
限

る
）、

本
巣

市
（

旧
根

尾
村

に
限

る
）、

郡
上

市
（

旧
八

幡
町

、
旧

大
和

町
、

旧
白

鳥
町

、
旧

明
宝

村
、

旧
和

良
村

に
限

る
）、

下
呂

市
（

旧
萩

原
町

、
旧

下
呂

町
、

旧
金

山
町

に
限

る
）、

東
白

川
村

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

静
岡

県
5・

6・
7

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

愛
知

県
4

豊
田

市
（

旧
稲

武
町

に
限

る
）、

設
楽

町
（

旧
津

具
村

に
限

る
）、

豊
根

村

5・
6・

7
県

内
の

残
り

の
市

町
村

三
重

県
5・

6・
7

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

滋
賀

県
5・

6
県

内
の

す
べ

て
の

市
町

村

京
都

府
5・

6
府

内
の

す
べ

て
の

市
町

村

大
阪

府
5・

6・
7

府
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

兵
庫

県
4

香
美

町
（

旧
村

岡
町

、
旧

美
方

町
に

限
る

）

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

奈
良

県

3
野

迫
川

村

4
奈

良
市

（
旧

都
祁

村
に

限
る

）、
五

條
市

（
旧

大
塔

村
に

限
る

）、
曽

爾
村

、御
杖

村
、黒

滝
村

、天
川

村
、

川
上

村

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

和
歌

山
県

4
高

野
町

5・
6・

7
県

内
の

残
り

の
市

町
村

都
道

府
県

名
地

域
の

区
分

市
町

村

鳥
取

県
4

若
桜

町
、

日
南

町
、

日
野

町

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

島
根

県
4

飯
南

町
、

吉
賀

町

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

岡
山

県
4

津
山

市
（

旧
阿

波
村

に
限

る
）、

真
庭

市
（

旧
湯

原
町

、
旧

美
甘

村
、

旧
川

上
村

、
旧

八
束

村
、

旧
中

和
村

に
限

る
）、

新
庄

村
、

西
粟

倉
村

、
吉

備
中

央
町

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

広
島

県

3
廿

日
市

市
（

旧
吉

和
村

に
限

る
）

4
庄

原
市

（
旧

総
領

町
、

旧
西

城
町

、
旧

東
城

町
、

旧
口

和
町

、
旧

高
野

町
、

旧
比

和
町

に
限

る
）、

安
芸

太
田

町
、

世
羅

町
、

神
石

高
原

町

5・
6

県
内

の
残

り
の

市
町

村

山
口

県
5・

6・
7

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

徳
島

県
5・

6・
7

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

香
川

県
6

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

愛
媛

県
4

新
居

浜
市

（
旧

別
子

山
村

に
限

る
）、

久
万

高
原

町

5・
6・

7
県

内
の

残
り

の
市

町
村

高
知

県
4

い
の

町
（

旧
本

川
村

に
限

る
）、

梼
原

町

5・
6・

7
県

内
の

残
り

の
市

町
村

福
岡

県
5・

6・
7

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

佐
賀

県
6

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

長
崎

県
6・

7
県

内
の

す
べ

て
の

市
町

村

熊
本

県
5・

6・
7

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

大
分

県
5・

6・
7

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

宮
崎

県
5・

6・
7

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

鹿
児

島
県

6・
7

県
内

の
残

り
の

市
町

村

8
奄

美
市

、
大

和
村

、
宇

検
村

、
瀬

戸
内

町
、

龍
郷

町
、

喜
界

町
、

徳
之

島
町

、
天

城
町

、
伊

仙
町

、
和

泊
町

、
知

名
町

、
与

論
町

沖
縄

県
8

県
内

の
す

べ
て

の
市

町
村

４
地
域
　
　
　
　
　
　
５
～７

地
域

4
地

域
の

区
分

一
覧

表

建
築

物
省

エ
ネ

法
  木

造
戸

建
住

宅
の

仕
様

基
準

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

　
省

エ
ネ

基
準

編
　

４
～

７
地

域
版

建
築

物
省

エ
ネ

法
  木

造
戸

建
住

宅
の

仕
様

基
準

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

　
省

エ
ネ

基
準

編
　

４
～

７
地

域
版省
エ
ネ
基
準
の
地
域
の
区
分
に
お
け
る
、

４
地
域
と
５
～
７
地
域
の
市
町
村
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。
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